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令
和
六
年
六
月
十
七
日
初
校

７
月
の
お
知
ら
せ

申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

仙台市政だより　令和６年（2024年） ７月号仙台市政だより　令和６年（2024年） ７月号

お知らせの見方は9ページ参照。ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921へお問い合わせください

７
月
の
お
知
ら
せ

募
集

泉
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
泉
障

害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
貸
館
利

用
を
再
開
し
ま
す

　
大
規
模
改
修
工
事
の
た
め
休
止
し

て
い
た
貸
館
利
用
を
、
７
月
９
日
㈫

か
ら
再
開
し
ま
す
。
な
お
、
一
部
貸

し
出
し
で
き
な
い
部
屋
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
泉
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
泉
障
害

者
福
祉
セ
ン
タ
ー
☎
372
・
７
８
４
８

７
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
」
強
調
月
間
で
す

　
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
犯
罪
や
非

行
を
犯
し
た
人
た
ち
の
立
ち
直
り
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
、
犯
罪
の
な
い

地
域
社
会
を
築
く
た
め
に
一
人
一
人

が
何
が
で
き
る
か
を
考
え
、
で
き
る

こ
と
か
ら
始
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
仙
台
市

推
進
委
員
会
事
務
局
（
こ
ど
も
若
者

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
214
・
８

６
０
２

緑
と
花
い
っ
ぱ
い
花
壇
コ
ン
ク

ー
ル

◦
対
象‖

【
地
域
の
部
】
町
内
会
や

老
人
ク
ラ
ブ
等
の
地
域
の
花
壇
、
事

業
所
等
の
花
壇
【
学
校
の
部
】
小
・

中
学
校
の
花
壇　
◦
審
査
は
7
月
下

旬
か
ら
８
月
上
旬
に
行
い
ま
す　
申

仙
台
市
公
園
緑
地
協
会
な
ど
で
配
布

す
る
申
込
書
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhtt

p://sendai-green-associatio
n.jp/flow

er/

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
可
）
で
７
月
16
日
（
必
着
）
ま
で

に　
問
仙
台
市
公
園
緑
地
協
会
☎

293
・
3
5
8
3

下
水
道
フ
ェ
ア
「
川
柳
コ
ン
ク

ー
ル
作
品
募
集
」

◦
募
集
内
容‖

「
く
ら
し
と
水
」
ま

た
は
「
マ
ン
ホ
ー
ル
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
自
作
・
未
発
表
の
川
柳
（
１
人

２
句
ま
で
）　
◦
対
象‖

市
内
に
お

住
ま
い
か
通
勤
・
通
学
し
て
い
る
小

学
生
以
上
の
方　
◦
入
賞
者
に
は
賞

状
と
副
賞
を
進
呈　
申
市
役
所
本
庁

舎
２
階
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
な
ど
で

配
布
す
る
応
募
用
紙
（
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
で

８
月
30
日
（
必
着
）
ま
で
に　
問
建

設
局
経
営
企
画
課
☎
214
・
８
８
１
２

ワ
ケ
ル
く
ん
の
五
つ
星
集
積
所

診
断
募
集

　
ご
み
の
分
別
状
況
や
集
積
所
の
管

理
状
況
を
市
環
境
局
職
員
が
診
断
し
、

優
秀
な
成
績
を
挙
げ
た
集
積
所
に
認

定
証
と
清
掃
用
具
（
ほ
う
き
、
ち
り

取
り
）
を
進
呈
し
ま
す
。

◦
募
集
期
間‖

11
月
29
日
㈮
ま
で

◦
対
象‖

町
内
会
等
各
区
10
団
体

〔
先
着
〕。
１
団
体
当
た
り
集
積
所

３
カ
所
ま
で　
◦
管
理
会
社
（
管
理

人
）
が
管
理
す
る
ご
み
集
積
所
は
除

き
ま
す　
申
電
話
で
お
住
ま
い
の
区

の
環
境
事
業
所　
申
・
問
青
葉
環
境

事
業
所
☎
277
・
５
３
０
０
、
宮
城
野

「
定
禅
寺
ス
ト
リ
ー
ト
ジ
ャ
ズ

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
募
集

◦
活
動
日‖

9
月
７
日
㈯
・
８
日
㈰

（
ど
ち
ら
か
１
日
の
み
・
半
日
の
み

の
参
加
も
可
）　
◦
対
象‖

15
歳
以

上
の
方
（
中
学
生
不
可
。
18
歳
未
満

の
方
は
保
護
者
の
同
意
が
必
要
）　

◦
９
月
1
日
㈰
に
事
前
説
明
会
あ
り

◦
活
動
内
容
等
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジhttps://w

w
w
.j-streetjaz

z.com
/

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　
申
市
役
所

本
庁
舎
２
階
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、

４
階
観
光
課
で
配
布
す
る
申
込
用
紙

で
７
月
31
日
ま
で
に
。
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
申
し
込
め
ま
す　
問
定
禅

寺
ス
ト
リ
ー
ト
ジ
ャ
ズ
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
協
会
☎
722
・
７
３
８
２
、
観
光

課
☎
214
・
８
２
６
０

緑
と
花
い
っ
ぱ
い
絵
画
コ
ン
ク

ー
ル

◦
募
集
内
容‖

花
や
緑
を
テ
ー
マ
に

四
つ
切
り
画
用
紙
に
描
い
た
絵
画

◦
対
象‖

市
内
に
お
住
ま
い
か
通
学

し
て
い
る
小
・
中
学
生　
申
市
役
所

本
庁
舎
２
階
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、

仙
台
市
公
園
緑
地
協
会
な
ど
で
配
布

す
る
応
募
用
紙
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジht

tp://sendai-green-associati
on.jp/flow

er/

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
可
）
で
８
月
29
日
（
必
着
）
ま

で
に　
問
仙
台
市
公
園
緑
地
協
会
☎

293
・
３
５
８
３

「
心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作

文
」・「
障
害
者
週
間
の
ポ
ス

タ
ー
」
作
品
募
集

申
市
役
所
本
庁
舎
２
階
市
政
情
報
セ

ン
タ
ー
な
ど
で
配
布
す
る
応
募
用
紙

を
作
品
に
添
え
て
８
月
29
日
（
必

着
）
ま
で
に　
問
仙
台
市
障
害
者
福

部
門

テ
ー
マ

対
象

作文

出
会
い
、
ふ
れ
あ
い
、
心

の
輪

│

障
害
の
あ
る
人
と

な
い
人
と
の
心
の
ふ
れ
あ

い
体
験
を
広
げ
よ
う

小学生
以上

ポスター

障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
誰
も
が
能
力
を
発
揮
し

て
安
全
に
安
心
し
て
生
活

で
き
る
社
会
の
実
現

小・中学生

消
費
者
川
柳
募
集　
　
　
　
　

 

◦
入
賞
者
に
は
賞
状
と
副
賞
を
進
呈

◦
入
賞
作
品
は
氏
名
ま
た
は
ペ
ン
ネ

ー
ム
、
年
齢
等
を
添
え
て
、
消
費
生

部
門

募
集
内
容
等

対
象

①小学生の部
②中高生の部③一般の部

「
わ
た
し
の
選
択
、
か
し

こ
く
や
さ
し
い
消
費
者
に

な
ろ
う
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
、
自
作
・
未
発
表
の
川
柳

（
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
や
特

殊
詐
欺
の
被
害
防
止
、
消

費
者
市
民
社
会
（
ご
み
減

量
や
食
品
ロ
ス
、
計
画
的

な
お
金
の
使
い
方
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ホ
の

安
心
・
安
全
な
使
い
方
な

ど
）
に
関
す
る
も
の
）

※
１
人
２
句
ま
で

市内にお住まいか通勤・
通学している小学生以上の方

障
害
の
あ
る
方
に
よ
る
書
道
・ 

写
真
・
絵
画
コ
ン
テ
ス
ト
の
作

品
募
集

 

申
市
役
所
本
庁
舎
２
階
市
政
情
報
セ

ン
タ
ー
、
仙
台
市
障
害
者
福
祉
協
会

で
配
布
す
る
応
募
用
紙
を
作
品
に
添

部
門

内
容
等

対
象
等

書道
毛
筆
は
半
紙
サ
イ
ズ
。

硬
筆
は
Ａ
４
サ
イ
ズ

市内にお住まいの障害のあ
る方（各部門１人１点まで。
テーマは自由。作品の裏面
に、天地の目印を記入）

写真
四
つ
切
り
サ
イ
ズ
（
ワ

イ
ド
を
含
む
）。
デ
ジ

タ
ル
カ
メ
ラ
撮
影
作
品

は
Ａ
４
サ
イ
ズ
も
可

絵画
日
本
画
・
洋
画
・
版
画
。

Ｆ
10
号
以
内

■固定資産税・都市計画税の納期限は７月31日㈬です
　令和６年度の固定資産税・都市計画税の第２期分は、
７月31日㈬までに金融機関等で納めてください。また、
口座振替をご利用の方も７月31日㈬に振り替えになり
ます。
問収納管理課☎214･1010
■固定資産税（家屋）についてのお願い
家屋を取り壊した時はお知らせください
　家屋の取り壊しや用途変更をした方、または取り壊し
などを予定している方は、家屋が所在した（する）区の
担当課までお知らせください。なお、滅失登記をした場
合は連絡不要です。
家屋調査へご協力をお願いします
　令和７年１月１日（賦課期日）までに新増築工事等が
完了した家屋には、令和７年度から固定資産税が課税さ
れます。課税の基礎となる家屋の評価額算出のため、間
取りの分かる平面図や、部屋ごとの仕上一覧などの資料
を用意していただく必要があります。対象となる方には
個別にお知らせします。詳しくはお問い合わせください。
問北固定資産税課【青葉区】☎214･8604【泉区】☎21
4･8605、南固定資産税課【宮城野区・若林区】☎21
4･8694【太白区】☎214･8695

税のお知らせ

■仙台市定額減税調整給付金（調整給付金）を支給します
　令和６年分所得税・令和６年度分個人市県民税につい
て、定額減税しきれないと見込まれる方を対象とした調
整給付金を支給します。
●支給対象

‖

本市より令和６年度分の個人市県民税を課
税されている方（合計所得金額が1,805万円超の方を除
く）のうち、下記の①②いずれかに該当する方
①所得税の定額減税可能額が、令和６年分推計所得税額
を上回る（減税しきれない）方
②個人市県民税の定額減税可能額が、令和６年度分個人
市県民税所得割額の定額減税前の税額を上回る（減税し
きれない）方
●手続き方法

‖

７月中旬以降、支給対象の方に案内を発
送します。支給のお知らせ（ピンク色の封筒）が届いた
方は、手続き不要です（お知らせに記載した口座に振り
込みます）。支給確認書（紫色の封筒）が届いた方は必
要事項を記入し、提出書類と共に同封の返信用封筒で郵
送してください
●提出期限

‖

10月31日㈭
●調整給付、市県民税の定額減税について詳しくは市ホ
ームページを、所得税の定額減税について詳しくは国税
庁ホームページhttps://www.nta.go.jpをご覧ください
問仙台市定額減税調整給付専用ダイヤル☎0120･065･2
22（平日9:00～17:00。７月16日㈫～９月15日㈰は毎
日9:00～20:00）

低所得世帯への物価高対策緊急支援
給付金等を支給します

●世帯員全員が令和６年度の住民税均等割が課税されて
いる方の扶養親族等のみで構成されている世帯、令和５
年度の住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯は
対象外です
●申請期限‖10月31日㈭（10月１日～31日までに生ま
れた子どもを扶養している場合は、11月15日㈮まで）
●手続き方法‖７月上旬から順次、対象世帯に必要書類
を送付します。公金受取口座等により、あらかじめ口座
情報を把握できる世帯へは、支給のお知らせを送付しま
す（本給付金の申請手続きは不要です。口座変更等を希
望する世帯のみ７月19日㈮までに仙台市緊急支援給付
金事務センターへの申し出が必要です）。上記以外の世
帯へは、申請書等を送付しますので、必要事項を記入し、
同封の返信用封筒で郵送してください

　新たに令和６年度の住民税が非課税となった世帯また
は住民税均等割のみ課税となった世帯に対して、低所得
世帯への物価高対策緊急支援給付金等を支給します。

対象世帯 支給額

①
令和６年度
住民税
非課税世帯

令和６年６月３日時点で本市に住
民登録があり、新たに令和６年度
の世帯員全員の住民税均等割が非
課税となった世帯

１世帯あたり
10万円

②
令和６年度
住民税
均等割のみ
課税世帯

令和６年６月３日時点で本市に住
民登録があり、新たに令和６年度の
世帯員全員の住民税が均等割のみ
課税となった世帯または住民税均
等割のみ課税者と住民税均等割非
課税者で構成されている世帯

１世帯あたり
10万円

③
低所得の
子育て
世帯への
加算給付

①、②のいずれかに該当し、18歳
以下の子ども（平成18年４月２日
以降生まれ）を扶養している世帯

18歳以下の
子ども
１人あたり
５万円

問仙台市緊急支援給付金事務センター☎0120･000･483
（平日8:30～17:00）

障害者交通費助成の更新手続きが
変わります

　障害者交通費助成（ふれあい乗車証、福祉タクシー利
用券、自家用車燃料費助成券）について、利用者の手続
きに係る負担軽減や事務効率化等を図るため、更新手続
きを簡略化します。

■更新申請書の提出が不要になります
　毎年、７月に送付する更新申請書の提出が必要でした
が、本年度から提出が不要になります。
■変更後の手続き方法
　対象者には９月に交付に関する案内を送付しますので、
更新を希望される方は、案内に記載の必要書類をお持ち
のうえ、お住まいの区の区役所・総合支所にお越しくだ
さい。なお、所得などの確認の結果、要件を満たさない
方には、有効期限が切れることの通知を９月に送付しま
すので、ご確認ください。
●下記の①～④に該当する方は、上記以外に書類の提出
や必要な手続きがあります
①精神障害者保健福祉手帳の有効期限が令和６年10月１
日より前の方
②令和６年１月１日時点で仙台市外に住民票があった方
③令和６年度の市県民税が未申告の方
④自家用車燃料費助成券をご利用の方で令和６年10月
１日までに18歳に到達する、身体障害者手帳をお持ちの
方（高校３年生の方は除く）
●現在利用されている方については、手続き変更に関す
るお知らせを７月中にお送りします。変更の内容や上記
①～④に該当する方の必要な手続きなど詳しくは、そち
らをご覧ください。

問仙台市総合コールセンター☎398･4894、障害企画課
☎214･8473、FAX214･8914

え
て
８
月
５
日
（
必
着
）
ま
で
に　

問
仙
台
市
障
害
者
福
祉
協
会
☎
266
・

０
２
９
４
、
℻
266
・
０
２
９
２

祉
協
会
☎
266
・
０
２
９
４
、
℻
266
・

０
２
９
２

活
セ
ン
タ
ー
の
広
報
誌
等
に
掲
載
し

ま
す　
◦
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い　
申
市
役
所
本
庁
舎

２
階
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、
区
役
所

総
合
案
内
で
配
布
す
る
応
募
用
紙

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）
ま
た
は
は
が
き
、
フ
ァ

ク
ス
に
申
込
時
の
必
要
事
項
と
川
柳
、

川
柳
に
込
め
た
一
言
メ
ッ
セ
ー
ジ
、

年
齢
（
学
生
は
学
校
名
、
学
年
も
記

入
）、
部
門
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
（
希
望

者
の
み
）
を
記
入
し
て
９
月
13
日

（
必
着
）
ま
で
に
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
申
し
込
め
ま
す　
申
・
問

〒
980│

8555
（
住
所
記
入
不
要
）
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
☎
268
・
7
0
4
0
、

℻
268
・
8
3
0
9

環
境
事
業
所
☎
236
・
５
３
０
０
、
若

林
環
境
事
業
所
☎
289
・
２
０
５
１
、

太
白
環
境
事
業
所
☎
248
・
５
３
０
０
、

泉
環
境
事
業
所
☎
773
・
５
３
０
０


